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フランスの労働組合と左翼政党
　

松村　文人
名古屋市立大学大学院経済学研究科教授

はじめに

最初にフランスの労使関係の特徴を整理しておき
たいと思います。法や政府の強い関与を通じた労使
関係に関する問題の解決、これがフランスにおける
労使関係の大きな特徴ではないかと思います。ヨー
ロッパでも、フランスについてこのような捉え方をして
います。法や政府の関与という特徴にかかわって、フ
ランスでは歴史的に労働運動の高揚や左翼政権の
成立を背景に、重要な労使関係制度が導入されてき
た経緯があります。しかしながら、1990年代の終
わり頃から特に動きが表面化しますが、できる限り全
国争議を背景としない形で、政労使対話によって問
題解決を図ろうとする動きが強まっていると思います。
たしかに、フランスというとゼネストで全国的な混乱が
起こり、経済も麻痺するためやむを得ず経営側は譲
歩し、収拾に向けて政労使の合意ができるというよう

な、1968年5月ゼネストに代表されるようなあり方
が有名かもしれません。この報告では、争議を背景
とせずに政労使交渉によって問題を解決する動きが
今後もいっそう進むのかどうかという点について考え
てみたいと思います。

1．労働組合と労使関係

まず、労働組合と労使関係について説明します。

（1）労使組織　

労働組合の創設・発展

フランスの労働組合は少々複雑ですが、起源と系
譜を説明したいと思います。
フランスでは、ＣＧＴ（労働総同盟）という組合が最

も歴史が旧く最大であると言われてきました。結成
は1895年ですから100年以上の歴史があります。
系譜でみると、社会主義志向の組合、キリスト教系の
組合、さらに職能主義の組合と三つの流れがありま
す（図表1：フランス労働組合の系譜）。ＣＧＴの結成
が19世紀の終わりですが、その後20世紀前半から
半ばにかけて、新たな組合の結成や分裂が起こりま
す。社会主義志向の流れでは、戦前に2回の組織分
裂、つまり共産党系（コミュニスト）の脱退・追放があ
りますが、戦後はコミュニストグループの方が多数派
になり、少数派となった改良派が冷戦開始の時期に
外に出て、ＣＧＴ-ＦＯ（労働総同盟労働者の力）という
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組合を結成しました。それからキリスト教系の流れで
は、結成そのものはかなり早く第一次大戦後の1919
年にＣＦＴＣ（フランスキリスト教労働者同盟）という組
合が設立されました。このＣＦＴＣは戦後も続きまし
たが、宗教色が弱まって社会主義志向のグループが
多数派になり、ＣＦＤＴ（フランス民主労働同盟）という
組合への転換を決議しました。これに不満を抱くグ
ループがＣＦＴＣの旗を守って外に出ました。職能
主義の流れとは、管理職・エンジニアなどの労働組
合を指します。第二次大戦後ＣＧＴが管理職も含め
た全階層の組合をつくろうとしたことに反対した人た
ちが、ＣＧＣ（管理職総同盟）という管理職・エンジニ
アの組合を設立しました。後に管理職に近い中間階
層まで組織化の範囲を拡げることになります。

以上が1960年代頃までの労働組合の創設と組
織分裂の経緯になります。1980年代までは主要5
労組（ＣＧＴ、ＣＧＴ-ＦＯ、ＣＦＤＴ、ＣＦＴＣ、ＣＦＥ－ＣＧ

Ｃ）と言われました。この5労組には国から全国的な
代表性が認められ、所属組合には無条件で交渉権
が与えられてきました。ところが、90年代に入ると
分裂と組織再編・統合が一層進み、現在は主要8
労組という状況になっています。簡単に説明しますと、
戦後長くＦＥＮ（全国教員組合連合）という教員の組合
が続いてきました。教員だけの組合にしては非常に
規模が大きく、組合員は30万人前後で推移してきま
した。ＦＥＮが存続してきたのは、ＣＧＴとＣＧＴ-Ｆ
Ｏの分裂の際に、社会党系が多数派を占めていたこ
ともあり、分裂せずにそのまま組織を残すという対応

図表1：フランス労働組合の系譜

出所） 松村・畑・細井（1999）『よみがえる欧州労働運動』労働大学、133頁。
注） 1：加筆・修正あり。
  2：組合名は以下の通り。 CGT：労働総同盟、CGT-FO：労働総同盟労働者の力、CFTC ：仏キリスト教労働者同盟、 
                                                CFDT：仏民主労働同盟、CGC：管理職総同盟、CFE-CGC 管理職総同盟
  3：［　　　］内は組合員数
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をとったためです。産業別組合とはいえ、規模の点な
どからナショナルセンターと同様な扱いを受けて、代
表性を与えられてきました。90年代に入ると教員組
合の分裂が起こり、さらに独立系組合と結合する状
況も生まれ、1992年にＦＳＵ（統一組合労連）が教
員系の組合として新たに登場しました。そして、代表
性や交渉権を要求していくことになります。
それからＵＮＳＡ（独立組合全国連合）という組織が

ありますが、教員や独立系の組合が加盟してそれなり
の規模になっています。これが7番目の主要組合で
す。それから、8番目がSUD（連帯統一民主労働組

合）で、1981年結成のＧ10（グループ10）という組
織が母体となり、そこにＣＦＤＴからの分裂組合であ
るSUDが加わって発展してきました。
以上のような組織の分裂・再編を経て、現在は主

要8労組という状況になっています。

労働組合の特徴

次に労働組合の特徴ですが、日本ではフランスの
労働組合は強力であるというイメージが定着していま
す。日本の組合関係者も非常に強いと思っているよ
うですが、実際には組合組織は小規模です。それか
ら、交渉力も必ずしも強いとは言えません。ドイツの
ＤＧＢやイギリスのＴＵＣと比較すると、フランス最大

のＣＧＴは60万規模で、ナショナルセンターとしては
一桁違う小さい規模です。主要労組が8つに分かれ
ていますが、全部合わせても200万程度の規模にし
かなりません。組織人員の観点から小規模であるこ
とはハッキリ分かると思います。これには、低組織率、
それから組織の分裂・併存が大きくかかわっている
のですが、さらにユニオンショップ・チェックオフ等が
法的に禁止されていることも影響しています。このよ
うに、小規模で、組織力も交渉力も弱いのがフランス
労組の一つの特徴です。
二つ目に、フランスの組合は、組合員の組織という

よりも、活動家の組織、役員の組織という傾向があり
ます。組織規模が極めて小さく、組織構成員の中心
は活動家、従業員代表になっています。では、組合
と労働者はどのような関係を形成しているのかという
と、支持者あるいはオーディエンスという関係をとるこ
とになります。組合員数、組織率ですが、労働組合に
聞いても明確に答えてくれないこともあります、公表し
ていない組合もあるのですが、相対的な規模を示す
公式な数字としては従業員代表選挙の組合得票率
があります。企業内では従業員代表を決定する職業
選挙が2年に1回あるいは4年に1回行われますが、
その全国集計結果が組合支持率としてよく参照され
ます（図表2：企業委員会選挙の組合別得票率）。この
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図表2：企業委員会選挙の組合別得票率（1970～ 2004年）
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得票率が労使関係や労働組合を考えるうえでは重
要なデータになります。
三つ目の特徴として、中小零細企業への組合浸透

が指摘できます。フランス労組は、規模は小さいので
すが、広く根をはっていると言えます（図表3：事業所
別に見た従業員代表の存在率）。ここでは4つの従業
員代表の存在率を挙げています。組合代表が存在
する事業所の比率ですが、2004-2005年のところ
を見ると、20人～ 49人の従業員規模の事業所で
23％、50人～ 99人で49％ですから、小企業でも4
分の1から2分の1の事業所に組合代表がいること
になります。50人以上では63％ですが、50人以上
に限れば3分の2の事業所に組合代表が存在するこ
とになります。20人以上の事業所についてみると4
割（38％）に組合代表が存在していることが分かりま
す。中小零細企業にも組合が浸透しているということ
が言えます。2000年前後から週35時間労働制をめ
ぐる企業交渉が広がり、そのことで組合存在率が一
層上がる傾向にあります。企業交渉の広がりが組合
支部や組合代表の増加につながっているものと考え
られます。
このように、小規模組織、活動家組織、中小への浸

透ということが労働組合の特徴点として指摘できます。

経営者組織の創設・発展

経営者組織ですが、日本では労使関係において経
営者組織は交渉主体ではないためあまり注目されま
せんが、ヨーロッパ諸国では経営者組織の存在は非
常に重要です。現在のフランスの経営者組織は、フラ
ンス企業運動（Medef）と呼ばれています。
経営者組織の創設・発展の歴史ですが、1919

年にＣＧＰＦ（フランス生産総同盟）が結成されました。
この組織は協約法が成立して協約交渉が開始され
たことへの対応として結成されたものです。さらに36
年にＣＧＰＦ（フランス経営者総同盟）と名前を変えま
す。これは人民戦線内閣ができる際に起こった全国
ストの収拾策への不満に対応するためにとられた組
織の立て直しです。全国ストを収拾するためマティニ
ヨン協定という政労使3者合意ができますが、それ
に不安を持つ経営者が多く脱退する産業別組織もあ
り、それへの対応として組織の立て直しを図ったもの
です。このように、強力になった組合への対応の必要
性が経営者組織の創設・再建の主要な動機でした。

図表3：事業所別に見た従業員代表の存在率（20人以上事業所）（筆者注）

注） 1「従業員代表」「企業委員会」は、従業員統一代表を含む。
  2「従業員の代表」は、4つの代表・委員が1つ以上存在する比率。
出所） Dares(2007),Les institutions représentatives du personnel,p.2.

   　生活経済政策　2008.8 No.139

従業員規模

20～49人

50～99人

100～199人

200～499人

500人以上

50人以上

計

従業員代表

1998-99

57

74

84

93

97

80

65

2004-05

63

83

92

93

96

87

72

企業委員会

1998-99

25

70

88

93

95

79

44

2004-05

26

72

90

95

96

81

46

衛生安全
労働条件委員会

1998-99

15

54

82

92

96

69

34

2004-05

17

59

84

93

96

72

37

労働組合代表

1998-99

19

45

67

81

93

58

33

2004-05

23

49

74

88

97

63

38

従業員の代表
（選挙または指名）

1998-99

65

87

96

98

100

91

74

2004-05

68

89

7

98

99

93

77

（単位：％）



28

（2）労使関係制度
次に労使関係制度ですが、前述したように労働運

動の高揚や左翼政権の成立を契機として重要な制
度が導入されてきたという歴史的経緯があります。

協約法による産業別交渉の促進

労使関係制度を定めた重要な立法は、産業別協
約交渉に関する法と、企業内での労使協議・労使
交渉に関わる法（図表4：労使関係に関わる制度・法

律と設置の背景・契機）の2つです。最初の協約法は
1919年に制定されますが、現在の協約法の基礎と
なったのは1936年協約法で、これはブルム人民戦
線内閣が制定しました。協約制度の特徴点は、主な
組合に代表性を認めたこと、労働大臣が協約交渉
のための合同委員会に代表組織を招集すること、さ
らに政府の決定による協約の拡張適用制度がある
ことです。この拡張適用の仕組みにより、フランスの
協約適用率は非常に高くなっています。ＯＥＣＤの
Employment Outlook 2004に掲載されました「Ｏ
ＥＣＤ諸国の組合組織率と協約適用率」という図表
をもとに、私が地域分布を囲ってみた資料（図表5：

ＯＥＣＤ諸国の組合組織率と協約適用率）があります。
これを見るとフランスは左上（組合組織率が低く協約

適用率が高い）に位置しています。南欧諸国は概ねこ
の辺りに分布しており、組合組織率は低いけれども協

約適用率は非常に高いのが特徴です。それに対して
北欧のように、組合組織率が高くて協約適用率も高
いというところもあります。これは経営者の組織率の
高さも影響していると考えられます。しかし南欧の場
合には組合組織率は低いけれども拡張適用によって
協約適用率はかなり高くなります。唯一、日本だけは
45度の線よりも下に位置していますが、組合はあって
も協約がないなどの事情によるものと考えられます。
これに対しフランスの組合は、日本より組織率が低い
とはいえ、拡張適用のしくみにより非常に高い協約適
用率を達成していることになります。

企業内での労使協議・労使交渉の法による義務付け

企業内での労使協議・労使交渉が法で義務付け
られているのもフランス労使関係の特徴です。企業
委員会は、従業員50人以上の企業に設置が義務付
けられています。企業委員会において、選出された従
業員代表との間で経営の決定事項に関する協議が
行われることになります。それから、1981年のミッテ
ラン政権の誕生により、翌年労働者の権利を強化する
「オールー法」が成立しました。この法律は、組合が
ある企業に主に労働時間や勤務形態等に関する年
に1回の企業内交渉を義務付けたものです。この企
業内における協議と交渉の義務付が、フランスのもう
一つの特徴と言えます。

図表4：労使関係に関わる制度・法律と設置の背景・契機
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制度

産業別協約交渉

企業内労使協議制

企業内組合支部

企業内協定交渉

法律

1936年協約法→労使合同委員会・

協約拡張制度

1944年オルドナンス・45年法→企

業委員会制度

1968年法→企業内組合支部法認

1982年オールー法→企業交渉義

務付・企業委員会権限強化

背景・契機

36年5-6月全国争議／ブルム人民戦線内

閣成立／マティニヨン協定（政労使合意）

解放闘争／社共含む政権成立

68年5月ゼネスト／グルネル協定（政労使

合意）

81年ミッテラン左翼政権（社共など）成立

参考

19年法・46年

法・50年法




